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建設・建設関連業で初！ 

 

子育てサポート企業に認定 

西日本総合コンサルタント㈱ 

 

当社が次世代育成支援対策推進法に基づく、男女ともに子育てしやすい企業（子育てサポート企

業）として認定され、平成２８年３月２５日に厚生労働省・佐賀労働局の田窪丈明局長から認定通知書

が交付されました。 

当社は、行動計画の策定・届出が努力義務である佐賀県内企

業（労働者数１００名以下）では５社目の認定となり、これで県内の

くるみん認定企業は１３社となった。県内の建設、建設関連企業

で、初めての認定となりました。 

当社は子どもが病気になった時に取得できる看護休暇の対象

年齢を２０１２年に未就学児から小学３年生まで、２０１５年には６

年生まで拡大。個別の看護休暇管理簿を作成して休暇促進を図

り、男性を含め年に３、４人の制度利用があり、１人当たりの取得

回数も増加しています。 

【福島社長（写真右）と田窪局長】 

また、ワークライフバランス（仕事と家庭の両立支援）

にも積極的に取組んでおり、女性大活躍推進佐賀県会

議宣言の登録認証を受け、県や佐賀市が開催する「ワ

ークライフバランス企業セミナー」などに講師を派遣し

ています。 

福島社長は「職場風土改革に取り組み、ワークライフ

バランス推進企業として看護、育児休暇の取得促進を

図っています。近年、高齢化社会に伴い、男性社員の

介護休暇の取得が増加している。安心して働きやすい 

【福島社長（写真右から２人目）】     職場づくりを目指していきたい」と話しています。認定を

受けると、認定企業の証となる「くるみんマーク」を活用し、子育てサポート企業ＰＲを図るため名刺や

広告等に表示できます。 
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ＷＬＢ・職場環境改善



第 1 回佐賀さいこう表彰 

建設・建設関連企業で初！ 

 

「女性活躍推進部門」で受賞 

西日本総合コンサルタント㈱ 

 

佐賀県男女共同参画週間記念フォーラムが平成２８年６月１８日、伊万里市民センターで開かれ、

総合建設コンサルタント業の当社が、県の「佐賀さいこう表彰」で新設された「女性活躍推進部門」を

受賞し、山口祥義県知事から福島社長に表彰状が授与されました。 

受賞理由は「貴社は、看護休暇の対象年齢を小学校６

年生まで拡大するなど男女がともに仕事と家庭を両立で

きる環境整備を進めるとともにワークライフバランスの必

要性を社内外に発信されました。男女共同参画を推進し

ている本県において、今後ともイクボスとして女性の活躍

を支援されますことを期待する」となっています。県内の

建設、建設関連企業では初めての受賞です。 

 

【山口祥義県知事から福島社長へ表彰状授与】 

当社は、ワークライフバランス（仕事と家庭の両立支援）に積極的に取り組んでおり、女性大活躍

推進佐賀県会議宣言の登録認証を受け、県や市が開催する「ワークライフバランス企業セミナー」

などに講師を派遣しています。また、同年３月には、佐賀労働局から次世代育成支援対策推進法に

基づく、男女ともに子育てしやすい企業（子育て

サポート企業）に認定され、「くるみんマーク」が交

付されました。 

福島社長は「当然、どこの会社も大なり小なり職

場風土改革などワークライフバランス推進に取り

組まれていると思っていますが、当社の継続した

取り組みが評価されたのではないかと思っていま

す。今後も、働きやすい職場づくりを目指していき

たい」と話しています。 

【福島社長（前列中央）】 
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ＷＬＢ・職場環境改善



佐賀県男女共同参画週間記念フォーラム・佐賀さいこう表彰 活動パネル展示 
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ＷＬＢ・職場環境改善



平成２８年度「セクハラ・パワハラ 予防と対策 研修会」の開催 

                  西日本総合コンサルタント株式会社 

１． 開催目的、内容 
 当社・就業規則にセクシャルハラスメント防止規則を定めており、セクハラ・パワハラ

の予防と対策のために、年 1 回程度社内研修会を開催しています。本年度も「佐賀県アバ

ンセの男女共同参画出前講座」として平成 28 年度研修会を開催しました。 
 今回は、アンガーマネジメントによる「人、自分」を傷つけず、後悔しない、上手に表

現できる方法を学びました。怒りの感情のピーク、6 秒間を待つ（指で手のひらに書く）大

切さを知りました。 
 
２． 日時・場所 
 日 時：平成 28 年 10 月 25 日（火）  午後 3 時 30 分～5 時 
 場 所：西日本総合コンサルタント株式会社・大会議室 
 参加者：西日本総合コンサルタント(株)社員、役員 
 
３． 講演テーマ、講師 

講演テーマ：ハラスメントのない職場づくりを考える 
講 師  ：アバンセ出前講座 東島 芳子 氏 
     （特定社会保険労務士、セクハラ・パワハラ防止コンサルタント）  
アバンセ随行者：西岡真一氏（アバンセ事業部長）、松浦智美氏（事業部企画員） 
 

４． 研修状況写真 

 
  写真↑ 講師：東島芳子氏             研修状況 

 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 

写真↑ 研修総括挨拶：大串専務 
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地 域 社 会貢 献ボ ラ ン ティ ア活動 
（当社社屋周辺の県道市道等のゴミ拾い清掃活動）（平成 28 年 1 月編） 

当社では、平成２６年４月から地域社会貢献ボランティアとして、社員４９名を二班（Ａ

班、Ｂ班）に分けて、毎月１回、第３水曜日の午前８時１０分～８時３０分まで、社屋周

辺の県道、市道及び久保泉バス停留所・駐車場等のゴミ拾い等清掃活動を行っています。 

今年初めての活動を、１月２０日（第三水曜日）にＡ班が担当で、ゴミ拾い清掃ボラン

ティア活動を行いました。当日は､寒波でとても寒い朝でしたが、社員の皆さんに頑張って

いただきました。 

特に、社屋近くにある「久保泉工業団地バス停車場・駐車場」は、正月休みも挟んでお

り、休息のために駐車される方が多かったためか、たばこ吸い殻、コーヒー缶、ペットボ

トル、ナイロン袋、中には缶ビールの空き缶などがたくさん捨てられていました（困るの

が、大きなツツジの中にコーヒー缶等を捨ててあり、取るのに苦労しました）。今回も、多

くのものを拾い、予定時間を超え、8 時 40 分に終了しました。 

当社としては、今後も地域貢献の一環として社屋周辺の県道、市道等のゴミ拾い清掃活

動を自主的に取り組んでいきます。 

＜ゴミ拾い活動状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久保泉工業団地バス停車場・駐車場・本日のゴミ拾い成果物の分別 
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地 域 貢 献



平成２８年度・秋の交通安全県民運動の実施 

                  西日本総合コンサルタント株式会社 

平成２８年９月２１日（水）から９月３０日（金）まで、「秋の交通安全県民運動」が全

県的に実施され、佐賀地区安全運転管理者連絡協議会の呼びかけで当社もその期間中、社

員の交通安全マナーを高めるために、安全運転管理者と各グループから２名の当番（総勢

２１名）を出して頂いて、朝７：５５～８：２５まで交通立ち当番を行いました。今回か

ら、交通安全の「黄色いタスキ」を新規購入し、タスキ掛けで交通立哨となりました。 
当社は、久保泉工業団地の東側南縁にありますが、会社前には市道が通っており、結構

に車の往来があります。 
お陰様で、社員全員の協力によって交通安全県民運動期間中において無事故・無違反を

達成することができました。 
今後も、交通安全運転にこころがけ、無事故・無違反に努めていきたいと思います。 
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